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○事務局 皆様、おはようございます。定刻になりましたので、医療の質向上のための体制整

備事業第６回運営委員会を開催いたします。 

 本日はオンライン形式での会議となりますが、年度末の大変お忙しい中、御出席いただきま

してありがとうございます。 

 この委員会は、医療の質向上のための体制整備事業実施要綱に定める医療の質向上のための

協議会を兼ねたものとなっております。 

 また、本日の会議は公開としております。傍聴者が現在20名いらっしゃいます。 

 それでは、本日の議事を御案内いたします。 

 こちらが議事次第になりますが、本日の議事は御覧の４項目を予定してございます。また、

その議論に必要な資料といたしまして、御覧の下半分にございますけれども、資料につきまし

てはオンライン上の保存場所からダウンロードをしていただく形で配付をしております。 

 なお、資料１から４は統合版として一体のファイルとしております。 

 参考資料につきましては、１、２の２種類、さらに、その他の添付資料がございます。 

 では、次に本体資料に切り換えて御案内いたします。 

 委員の出欠状況を御説明申し上げます。 

 本日、２番の岡田委員の代理として堀口様に、９番、原委員の代理といたしまして窪地様に

御出席いただいてございます。代理出席を含めまして、委員の皆様に関しましては全て御出席

を賜っております。また、16番、堀田アドバイザーが急遽欠席との連絡をいただいているとこ

ろでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 また、部会からの出席者といたしまして、ＱＩ活用支援部会の尾藤部会長、ＱＩ標準化部会

の的場部会長が出席しております。 

 また、厚生労働省から渡邊課長補佐が御出席予定でございますが、少し遅れているようでご

ざいます。 

 その他、評価機構からの出席者は御覧のとおりでございます。 

 それでは、開会に当たりまして、日本医療機能評価機構の亀田執行理事より開会の御挨拶を

申し上げます。 

○亀田理事 おはようございます。機構、当事業を担当しております亀田と申します。よろし

くお願いします。 

 本日は、年度末のお忙しい中、本年度最後となる第６回医療の質向上のための協議会に御参
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加賜り、誠にありがとうございました。 

 本年度は新型コロナウイルス感染症の流行が社会全体に多大な影響を及ぼしましたが、本事

業については、委員皆様の医療の質向上に向けた熱い情熱の下、調整を図りながらも確かな成

果を上げることができたものと考えております。ありがとうございました。 

 ただいまありましたように、本日は、１、現況下でのパイロット事業の対応方針、２、「医

療の質指標等の標準化・公表のあり方」についての中間とりまとめ、３、2020年度事業報告、

４、その他について、事務局より提案を申し上げ、協議に供する予定です。楠岡委員長の下、

闊達な御議論、方向づけを賜るよう、よろしくお願い申し上げます。 

 以上、御挨拶とさせていただきます。 

○事務局 それでは、以降の進行を楠岡委員長にお願い申し上げます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○楠岡委員長 楠岡でございます。年度末、お忙しいところをお集まりいただきましてありが

とうございます。 

 それでは、早速議事次第に沿って進めたいと存じます。 

 まず、議題１、パイロットの対応方針について、委員の皆様の御意見をいただきたいと思い

ます。 

 前回の協議会では、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、パイロットのスケジュール

の見直しや、このような状況の中でも無理なく改善活動に対応できるような規模感を再検討す

ることとなっておりました。 

 まず、事務局から検討結果につきまして、資料の説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、本体資料を再び御覧いただきたいと思います。 

 パイロットのスケジュール及び活動内容の規模感につきまして、主に活用支援部会を中心に

検討を行いましたので、その結果を御報告申し上げます。 

 下半分の表を御覧いただきまして、まずスケジュールに関してですが、キックオフセミナー

の日程を見直しいたしました。当初、３月、ちょうど今時分の実施を予定しておりましたけれ

ども、前回の協議会の時点では４月中旬以降に延期としたところでございました。その後、講

師及びオンライン配信会場の空き状況などを調整した結果、５月中旬から６月の中旬に実施し

たいと調整しているところでございます。具体的な日付といたしましては、５月14日から６月

18日まで、３テーマ掛ける２日間ですので、６日程のオンライン研修を行う想定をしていると

ころでございます。 
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 次に、パイロットの活動内容の規模感についてです。 

 パイロットの活動といたしまして、（１）指標の計測、次ページになりますけれども、（２）

研修会、（３）改善活動という３つの視点から再検討いたしました。 

 まず、（１）番の指標の計測につきましては、一番右側の当初案を御覧いただきたいのです

けれども、各テーマとも対象となる５つの指標の計測を必須として、計測手順書のとおりに毎

月計測するという設定でございました。次に中央の見直し案のところを御覧いただきたいので

すけれども、当初の運用を見直しまして、対象とする指標は原則５指標を計測しますけれども、

計測が難しい場合は、その理由を収集することにしたいと考えております。また、計測手順に

つきましては、計測手順書どおりに計測することは変わっていないのですけれども、手順書ど

おりの計測が難しい場合には、病院の裁量で見直しを可能とすることにしたいと考えておりま

す。また、計測のタイミングにつきましては、毎月から３か月に１度に見直したいと考えてご

ざいます。 

 次、お願いします。 

 次に、（２）研修会・報告会につきましては、ｅラーニングと集合研修について検討いたし

ました。 

 まずｅ－ラーニングにつきましては、４種類の動画を視聴していただくこと自体は、やはり

必要であると考えましたので、動画教材の視聴範囲は変更しておりません。しかしながら、

キックオフセミナーの日程を５月以降に延期することに伴いまして、ｅ－ラーニングを御視聴

いただける期間が長くなるということがあると思います。 

 また、集合研修、すなわち現在準備しておりますキックオフセミナーにつきましては、研修

プログラムの枠組みや内容について再検討いたしました。その結果、各テーマ、半日掛ける２

日間のプログラムはやはり必要であると考えまして、枠組みは変更しておりません。研修プロ

グラムの内容や時間割につきまして一部見直しをしており、特にベースライン測定を中間課題

から事前課題に変更してはどうかと考えてございます。これによって測定作業に対応する期間

が長くなりますので、余裕を持った作業ができるものと考えてございます。 

 次に、（３）番、改善活動に関する検討でございます。 

 まず、パイロットをいつまで行うのかという終了時期につきまして、もともと改善活動には

一定程度の時間がかかり、セミナー終了後から１年間は前向きにフォローしていきたいと考え

ていたところでございます。今回、もしキックオフセミナーの時期を２か月程度遅らせるとい

うことになりますと、年度をまたいでしまうことになるのですが、2022年５月までの改善期間
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を設定したいと考えてございます。もちろん、この事業は年度事業ですので、年度の区切りで

事業報告を提出することにはなりますが、パイロットのプロジェクト期間としては2022年５月

までを想定しているということになります。 

 また、この改善活動の期間の間、院内でどのような改善策を実施したのかなどの活動報告を

定期的に御提出いただく予定でございますが、先ほどの指標の計測タイミングと合わせて、３

か月に１度にしたいと考えてございます。 

 なお、前回の協議会で御指示いただきましたように、なかなか先行きが見通せるわけではご

ざいませんので、今後も可能な範囲でパイロットを実施するという方針で臨んでまいりたいと

考えてございます。 

 今御説明申し上げたようなスケジュールで御承認いただけるようでしたら、今後の予定は御

覧のように想定しております。ちなみに、パイロットに御協力いただける病院は、現時点で22

病院となっております。さらに１病院が現在検討中という状況でございます。２月に開催いた

しましたＱＩコンソーシアムの後に追加募集いたしましたが、新たな推薦病院はございません

でした。 

 また、御覧いただいている表のグレーの部分は、既に終了済みの工程になっております。現

在、協力病院から御提出いただきました事前アンケートを取りまとめているところでございま

す。 

 本日の検討事項の①番でございますが、パイロットの目的を果たしつつ、一方で現実的なス

ケジュールや活動の規模感となるよう、御説明申し上げましたような見直しを行いましたが、

このようなスケジュール、内容で運用してよろしいか、御検討をお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○楠岡委員長 ありがとうございました。 

 前回の協議会で御指摘いただいたような点を踏まえて、事務局のほうで修正案といいますか、

今後のスケジュール等に関する提案をつくっていただきました。これにつきまして、何か御質

問、あるいは御意見がありましたらお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○福井委員 福井です。よろしいですか。 

 改善活動について、これは必ずしも１年間かける必要はないんじゃないかと思います。事業

の切れ目とか、報告書の作成とか、切れのいいところでということであれば、別に９か月でも

何ら構わないと思います。目的は、改善活動について知るだけですので、９か月でも12か月で

も、あまり大きな違いはないように思います。ただ、この事業が、５月まで改善活動をして、
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その後でも切れがいいということであれば構いませんけれども、もし年度でいろいろな手続上

のことが区切りがあるのであれば、９か月で２月までやって、それで報告書を作っても構わな

いように思いました。 

 以上です。 

○楠岡委員長 ありがとうございます。 

 事務局はいかがですか、この点に関しては。 

○事務局 御意見ありがとうございます。 

 当初の想定が、１年間フォローしていこうということで、必要な改善期間というのは、やは

り一定程度必要であろうというところから、そのままスライドしたという想定でございます。

９か月の時点でそれなりの成果が出れば、それを御指摘のようにしっかりと報告にまとめたい

ということはあるのですけれども、例えば指標の計測などを１年間通じてモニターしていくこ

とに取り組んでいきたいというのが当初の目標でございましたので、そのまま置いたというと

ころでございました。 

○楠岡委員長 ほかに、この期間に関して御意見ございますでしょうか。 

○永井委員 全日病の永井ですけれども、よろしいですか。 

 全体的に少しマイルドになっているので、私ども、非常にありがたく思っているんですけれ

ども、その中でパイロット運用の見直しをされていて、適宜各施設ごとに微修正はできるとい

う形になっているんですけれども、その微修正は微修正のままで、この見直し案はパイロット

事業の終了まで変えないとすると、適宜、やっぱりこの見直しもさらに見直すようなこともあ

るんですか。 

○事務局 まず、指標の計測につきましては、一番最初に現状把握のための測定をしていただ

きます。その時点で計測が難しいとか、これならできるなどの判断が多分つくと思いますので、

同じやり方で、その後、計測していただいてはどうだろうかと考えてございます。 

 一方で、このコロナの状況の中で病院側の御事情もいろいろ変わると思いますので、その時

点、その時点で、ちょっと難しくなったですとか、いろいろな状況があると思いますので、そ

ういったところに関しましては弾力的に、病院の御事情を踏まえて運用したいと考えてござい

ます。 

 今回、様々な修正ですとか、病院側の裁量で見直すといった内容が入った場合に、どこを見

直したのかという情報を事後的に収集させていただいて、指標がうまく機能したのかどうかと

いう検証に使っていきたいと考えてございます。 
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○永井委員 了解しました。基本的には事前準備はかなり時間をかけたので、あまりスタート

アップしたとき以後はそんなに修正はないと踏んでいらっしゃるということですよね。 

○事務局 はい。その点は、そのように考えてございます。 

○楠岡委員長 ありがとうございます。 

 ほかに御意見ございますでしょうか。 

 どうぞ、矢野委員。 

○矢野（真）委員 矢野ですけれども、御説明ありがとうございました。 

 スケジュール感はよく分かりましたし、いわゆるアウトカムに改善を求めるかどうかという

のは一つ大事なことではあります。ちょっとしつこいようですが、この事業には全国の病院に

広げるという趣旨があります。実は昨日、赤十字で医療の質向上委員会というのがあって、こ

の協議会について紹介したり、御意見をもらったのですが、日赤はいろんな病院に声をかけた

わけではないのですが、糖尿だけ参加しないことを伝えたところ、うちに病院では何とかでき

るかもしれないという病院もありました。そこは、そういうことにずっと取り組んできた病院

で、病院の中に医療の質管理課という課までつくったような病院です。この事業をこれから広

めるに当たって、今回のパイロットと同時に、いわゆる参加できない病院がどうして参加でき

ないかという視点で検討していかないと、いい病院が頑張っていい成果を上げたから、これは

意味があるのだというだけだと、今までいろんなところがやってきた取り組みと同じになって

しまいます。少なくとも多くの病院に広げるという目的があるのであれば、やはりうちは無理

だという病院に対して何か情報をもらうようなことをして、いい病院が頑張ってやっているだ

けなんてことで終わらないようにしたほうがいいかと思います。 

 以上です。 

○楠岡委員長 ありがとうございます。 

 ほかにございますか。よろしいでしょうか。 

 そうしますと、今いただいた御意見で、キックオフセミナーを５月中旬以降で各テーマごと

に順次実施するということに関しては合意いただけたと思います。 

 あと、活動内容の見直しでありますけれども、まずは実施期間を１年間とするか、それとも

年度でとどめて９か月にするかというところでございますけれども、これは事務局で少し検討

させていただきたいと思います。スタート時点までには決定させていただきますけれども、確

かに当初は年度にそろえた形で４月スタートを考えていたわけでありますけれども、コロナの

事情で少しずつずれが出てきて、そうしますと、団体によりましては、それぞれの年度で活動
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されているところで、このパイロットに参加すると、そのずれが若干出てくることで、病院に

とっては二重に何か作業を発生させるみたいな可能性もあるかと思います。この辺に関しまし

て、どのような形にするのかということを、微調整になるかと思いますけれども、検討してお

返事を返させていただきたいというふうに思っております。 

 それから、矢野先生からいただいた御意見は非常に大切なところで、これまでの協議会でも、

まずは測ってもらわないと始まらないということもございましたし、また、測っても、なかな

か改善活動まではつながらないという、ステップとして２つあるということをいつも御指摘い

ただいております。それに関しましては、今の矢野先生の御意見も踏まえて、次年度の一つの

テーマとして、これは継続的なテーマにはなっておりますけれども、取り組んでいきたいとい

うふうに思っております。 

 ほかに何か追加の御意見等ございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 もし特に御意見がなければ、今の私のほうの取りまとめのような形で進めさせていただきた

いと思いますが、事務局もそれでよろしいですか。 

 それでは、今のような形で進めさせていただきたいと思います。どうもありがとうございま

した。 

 それでは、次の議題２のほうに移りたいと思います。「医療の質指標の標準化・公表のあり

方」に関する中間とりまとめに関してでございます。 

 これまでの協議会で、医療の質向上のための具体的な取組の共有・普及の在り方、あるいは

医療の質指標の標準化の在り方につきまして検討を重ねてまいりました。その中で様々な御意

見をいただいたわけでありますけれども、今後の議論の参考になるような取りまとめを行う必

要があると考え、中間とりまとめの案を作成いたしました。委員の皆様方には事前にお目通し

をいただいておりますけれども、改めて概要を御説明し、御意見をいただきたいと思います。 

 それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、ただいま委員長から御説明いただきましたように、これまでの議論を取

りまとめた中間とりまとめ（案）を作成いたしましたので、御説明申し上げます。 

 資料の構成は、図の下半分のように、まず１番、具体的な取り組みの共有・普及のあり方と

して、（１）取組の方向性、（２）具体的な施策及び（３）その他の意見という３点に整理い

たしました。また、右側の２番でございますが、医療の質指標の標準化・公表のあり方として、

（１）議論の進め方、（２）医療の質指標の標準化のあり方及び（３）その他の意見を取りま
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とめました。その上で、（４）番、一番下ですけれども、今後の検討課題をお示ししておりま

す。 

 それでは、資料を切り換えまして、中間とりまとめの概要を御説明申し上げます。 

 こちらの資料は、委員の皆様に事前にお目通しいただいたバージョンに対して、見出しの番

号づけを整理して変更いたしました。あと、点や丸の打ち方などを見直した微修正版になりま

す。しかしながら、趣旨は変更しているものではございません。 

 また、一番最後の今後の検討課題の表現を一部見直しておりますが、それにつきましては該

当箇所にて御説明申し上げます。 

 まず１番、医療の質向上のための具体的な取り組みの共有・普及のあり方でございます。 

 ２つ目の丸ですけれども、いまだ取組に参加していない医療機関を対象に施策を講じること

が必要ではないか。そして、３つ目の丸ですが、先行事業に参加した実績のある医療機関につ

いては、全国一律の施策を講じる必要はないのではないかなどの御議論があり、４つ目の丸に

ございますように、いまだ質指標を活用した改善活動に参加していない医療機関を主な対象と

しつつ、各医療機関のニーズに応じた柔軟な施策が展開できるよう取組を進めることとなりま

した。 

 （２）具体的な施策につきましては、その表にございますように、マニュアルの周知、ＰＤ

ＣＡ事業、研修事業、改善事例の共有という、４つを想定しております。 

 表の下の１つ目の丸でございますが、これらの中でも改善事例の共有というのは、まだ取組

を始めていない医療機関に対して最初のアプローチとして大事であるとの意見がありました。 

 しかしながら、２つ目の丸にありますように、漫然と集めても役に立たないのではないか。

好事例の中でも、例えば医療安全など関心の高いテーマを中心に整理する必要があるのではな

いかとの意見がございました。 

 そこで、３つ目の丸にございますように、４点の施策案を引き続き検討を進めますけれども、

特に改善事例の情報共有については、医療機関の関心事を念頭に入れた対応方針を整理し取組

を進めることとなりました。 

 なお、関心事とは何ですかという御質問を事前にいただいておりますが、協議会での議論の

中で言及されたものといたしましては、医療安全、経営改善に結びついた事例、患者さん目線

から見て役に立つような指標、このようなものが病院にとって多分関心事であろうという御意

見をいただいているところでございます。 

 その下です。（３）その他の御意見といたしまして、例えば人員確保ですとかモチベーショ
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ンの向上、あるいはインセンティブの付与など、多岐にわたる観点からの御意見を承っている

ところでございます。 

 次に、２番、医療の質指標等の標準化・公表のあり方につきましては、まず（１）番、議論

の進め方といたしまして、２つ目の丸にございますように、指標を用いた測定、改善活動、公

表、ベンチマークなどの議論を区別しながら、３つ目の丸のように、当座は指標を用いた測定

と改善活動に焦点を当て、公表につきましては議論が一定程度成熟した後に行うこととなりま

した。 

 （２）医療の質指標の標準化のあり方についてですが、まず現状の認識といたしまして、現

在、細部の定義は異なるものの、類似する指標が多数あること、また、他院と比較可能とする

ためには、質指標の要件を標準化するべきではないかとの問題意識があり、検討課題としてい

るところでございます。 

 また、この議論の出発点の一つといたしまして、共通ＱＩセットについて御報告いただきま

した。また、議論の中では、質指標を固定化してしまうと、これまでの努力に影響するのでは

ないか。あるいは、質指標は、それ自体が質を表すものではない。質指標とは何を意味するの

か共通理解が必要であるなど、多様な意見を頂戴したところでございます。 

 それらを踏まえまして、イ、取組の方向性でございますが、指標そのものにつきましては、

各医療機関の状況において多少のモディファイをせざるを得ないのではないか。その中で手本

となるような形を標準化と捉えていくことでよいのではないか、などの認識となりました。 

 また、２つ目の丸にございますように、質指標における考え方を整備することが重要である

との意見があり、そこで３つ目の丸ですが、当座の取組として、質指標の意義・目的、対象、

要件などを基本的な考え方として取りまとめていくこととなりました。 

 （３）その他の御意見といたしまして、多くの御意見をいただいております。それらを（ア）

要望事項と、（イ）留意すべき事項の形に整理いたしましたので、御覧いただきたいと思いま

す。 

 次に、イ、公表についてですが、今回、測定あるいは改善活動の議論が中心だとはいえ、公

表につきましても幾つかコメントをいただいているところでございます。先ほど述べましたよ

うに、公表についての本格的な議論は今後実施していきたいと考えておりますが、現時点でい

ただいている御意見をここに記録としてお示ししております。 

 これらのような取りまとめを踏まえまして、最後、（４）番、今後の検討課題でございます

が、これまで測定、あるいは改善活動の議論を行ってまいりましたが、ベンチマーク、公表の
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議論が残されている課題であると考えております。今後、これらの検討を行うとともに、並行

して進めておりますパイロットの成果などを踏まえまして、最終的には医療の質指標を活用し

た質改善活動を全国に普及・促進させることを目指して、この標準化・公表の考え方を取りま

とめていきたいと考えてございます。 

 なお、事前にお目通しいただいたバージョンでは、考え方を取りまとめることをゴールとし

て表現しておりましたが、最終的には医療の質指標を活用した質改善活動を全国に普及・促進

させることがゴールであるという旨を追記させていただきました。 

 以上のような内容で、これまで議論されてきました標準化・公表について中間とりまとめに

したいと考えてございます。 

 本体資料に戻ります。 

 本日の検討事項の②番でございますが、ただいま御説明申し上げましたように、今後議論す

べきテーマといたしまして、ベンチマークの在り方、公表の在り方が残っていると考えてござ

います。もしそのほかに議論すべきテーマがありましたら、御意見をいただきたいと思ってお

ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○楠岡委員長 どうもありがとうございました。 

 まず、この中間とりまとめの前半部分といいますか、大部分は、これまでいろいろと議論い

ただいたところをまさに取りまとめた内容でございますので、趣旨に関しましては特に御異議

ないかとは思いますけれども、何かお気づきの点がございましたら、御指摘のほどお願いした

いと存じます。 

 また、今後の議論に関しては、テーマとしてベンチマークや公表の在り方に進みたいという

ことで、今回のとりまとめの最後に記載しておりますけれども、これについても御検討いただ

き、もし何か他の論点等ございましたら御意見をいただきたいと存じます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○福井委員 よろしいでしょうか。福井です。 

 今回の中間とりまとめのタイトルについて、「医療の質指標等の標準化・公表のあり方」と

なっていますけれども、これは質の改善が最終目的だということが分かるようなタイトルにし

たほうがいいんじゃないかと思います。あたかも、標準化・公表が最大の目的のように伝わる

こと自体がよくないと思っています。あくまでも標準化・公表というのは質改善のためのス

テップの一つであって、これが最終目的であるという誤ったなメッセージが伝わらないようタ

イトルを考えていただきたいということが１点です。 
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 次に、何回も同じような話が出てきていますけれども、ベンチマーク評価とか、公表は、そ

もそも何のために行うのかということです。私は、当初、２つの目的があったように思いま

す。、１つは、優れた指標の病院を患者さんが選んで行く権利があるんじゃないかというのが、

随分昔は考えられていました。ところが、クオリティーインジケーターを公表しても、患者さ

んの受療行動は変わらなかったんですね。ですから、数値を公表することで患者さんの受療行

動全体に影響を与えるかどうかということは、あまり考えなくていいというふうに思っていま

す。実際にこれまで発表されているデータはそのようになっています。 

 もう一つの目的は、それぞれの病院が自分の立ち位置を知ることによって改善の余地がある

と認識すること、つまり改善へのモチベーション、組織としてのモチベーションを高めること

だと思っています。そのためにはできるだけ測定の仕方を統一化したほうがいいことはいいん

ですけれども、あまり細かいところまで定義の精緻化を図る必要があるとはあまり思えないと

いうのが私の持論です。 

 それから、国もベンチマークとの比較を当然見ることにり、そのことで評価されるというふ

うに皆さんおっしゃいますけれども、もし数値に凹凸がある場合には、低いところを引き上げ

ようということを国は考えるわけでして、最終的には、それぞれの病院の凹凸のあるところを

できるだけ高いところに引き上げるために、ベンチマークとか公表ということをやるわけです

ので、そこのところの認識はぜひ共通に持っていただきたい。ベンチマーク、公表が目的だと

いうふうに皆さん思わないほうがいいように思いますし、あまり目くじらを立ててベンチマー

ク、公表について議論しても、私は仕方がないんじゃないかと思っています。 

 以上です。 

○楠岡委員長 ありがとうございます。 

 まず、タイトルのほうに関しましてはいかがでしょうか、事務局のほうは。 

○事務局 今の御指摘、大変重要だと思いますので、少し受け止めてタイトルを考えたいと思

います。 

○楠岡委員長 厚労省からの事業名のところに公表が入っていたような気がするので、仮にタ

イトルは少し変えるとしても、全文の中で何かそのことを含めておかないと、委託されて行っ

ている事業と協議会の活動が違うみたいに見かけがなってしまっては意味がないと思いますの

で、その点は御検討いただくということでお願いしたいと思います。 

 あと、２点目、福井先生の御指摘の点で、我々いろいろな団体が質を測定し、先駆的な病院

においてはそれを積極的に公表するということをしているわけですけれども、福井先生の御指
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摘は公表が患者さんの病院の選択とかにつながったというようなエビデンスがなかなかないと

いうような解釈でよろしいのでしょうか。 

○福井委員 これは、私たちのデータの話ではなくて、当初から外国のデータがそうなんです。

質に関するいろいろな指標をオープンにしても、患者さんの受療行動は変わらなかったという

のが、2005年以前のデータで示されています。その後も、文献上、患者さんがこういう数値を

見て数値のいいところにかかるように受療行動を変えたというのは、ほとんどないように私は

理解しています。 

○楠岡委員長 分かりました。その点に関しましては、我々も知識不足でしたので、少し資料

等を先生にも御協力いただいて集めてみたいと思います。 

 やはり外部、厚生労働省をはじめとして一般の圧力的なものとしては、質を公表すれば受療

行動が変わるんだという、ある意味固定観念的なものがあって、それが質の公表に関しての大

きな圧力と言ったらおかしいですけれども、ずっと来ているわけです。けれども、先駆的なも

のにおいて、あまりそういうことで受療行動が変わらないということであれば、何かそれを踏

まえて、受療行動を変えるためのほかの施策というのは何かということも含めて、これは我々

の検討の範疇ではないですが、少なくとも公表に関してはこんな状況にあるということを少し

整理する必要があるかと思いますので、次年度の課題として検討させていただきたいというふ

うに思います。 

○橋本委員 よろしいですか。日本医師会の橋本でございますが、先ほどの福井先生の御意見

には私も全く賛成でありまして、以前から申し上げているように、この質の改善行動といいま

すか、病院の質、医療の質を改善しようとする、こういう試は、何を指標とするかによっても

やり方は少し違いますけれども、最終目標は質を上げるということ、その一点なわけです。で

すから、その過程においてどういうことをやって、あるいはどういうことを公表するとかとい

うことは最終目標では決してないんだということでありまして、今の福井先生のお話にもあり

ましたように、患者さんが医療機関を選ぶ場合には、ただ一つのＱＩを見て選ぶということは

あり得ないわけで、例えば医師の質、医師の評判とか、それからオーバーオールのサバイバル

とか、疾患によっていろいろな選び方をするわけですから、今回の福井先生がお出しになった

外国のデータといいますか、そういうのは私はリーズナブルだと思います。 

 ですから、そういう意味からいくと、やはり公表をするとすれば、その公表した数値をもっ

て各病院が「ああ、うちはもう少しこの点では頑張らなくちゃいけない」とか、そういうこと

を考えていく、そのプロセス自体が非常に問題で重要であって、結果が問題ではないんだろう
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と思います。ですから、最終的に医療の質向上につながるようないろいろなやり方というもの

を模索していく中で、その一つとしての今回の医療の質指標ですから、それはそれでいいと思

いますが、あくまで最終目標は、質指標を上げることではなくて、医療の質全体を上げるんだ

ということ、それから、質の指標というのは、あくまでその一断片を切り取っているにすぎな

いということを皆さんにはやはり理解していただくことが絶対に必要だろうと思っております。 

 以上です。 

○楠岡委員長 ありがとうございます。 

 桜井委員、お願いいたします。 

○桜井委員 ありがとうございます。 

 今の福井委員と、それから橋本委員の意見に全面的に賛成です。私は患者の立場から発言さ

せていただきますと、この数値だけを目安にして決めるということは、まずあり得ないですね。

通いやすさですとか、あるいは医師とのコミュニケーションですとか、そういうところを含め

て、やはり総合的に病院というのは決めていく、その中で治療を決めていくということになっ

ていくかと思いますので、私は、その参考値の一つとして、あるいはプロセスとして、やはり

この部分に関しては丁寧に議論していくこと、また公開に向けてのどのものをしていくのかと

いうことの目標設定が必要なんではないかなというふうに感じております。ありがとうござい

ます。 

○楠岡委員長 ありがとうございました。 

 ほかに。 

 厚生労働省、お願いいたします。 

○厚生労働省医政局渡邊総務課長補佐 渡邊でございます。御議論いただきありがとうござい

ます。 

 公表につきましては、非常に様々な論点があるというふうに認識しておりまして、先生方、

おっしゃるように、医療の質に関して、提供される医療の質が高くなることが最終目標である、

これは本当にそのとおりだというふうに認識しております。 

 ただ一つ、付け加えることとしましては、それによって患者さんがそこに行くからよいとい

うところは、確かにそういうふうなところで進めてきたというような、今までの議論の流れと

いうのもあるところではあるんですけれども、先生方おっしゃるように、そこでのエビデンス

はあまりないんではないかと、それはそのとおりだと思います。なので、先に進めるのかとい

うところは、エビデンスの流れからいうと、ちょっとどうなのかなというところはあるかとい
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うふうに思います。 

 ただ一つ、議論を見てきたときに、やはり公表すること自体が議論の信頼性の向上につなが

るというような指摘もあります。そこによって変わるというよりも、変わるというのも、そこ、

あまりにも期待するというのもあるかもしれませんが、ただ、変わらなくてもシナジーの向上

に期待するという観点もあるといった、こういう指摘もございます。それ自体が医療の質を向

上するというふうな考え方もできるというふうには思います。 

 なので、そういうことも含めて、公表について、ただそれがどういうふうに考えるかという

のは、患者さんの立場も含めていろいろ御議論いただきたいというふうに思いますが、そうい

ういろんな論点を含めて、今後、公表については慎重な議論が必要なのではないかというふう

には、厚生労働省として考えています。 

 以上でございます。 

○楠岡委員長 ありがとうございます。 

 ほかに御意見ございますでしょうか。 

○石川委員 ＪＣＨＯの石川です。 

 先ほど来、福井先生、日本医師会の橋本先生がおっしゃられたとおりで、今の日本の医療の

システムは、患者さんが自由に選ぶという余地はあるんですけれども、基本は病院が機能分化

をして、それぞれが地域で連携をして、ある程度きちんと患者さんの病態に合った病院で適切

な医療を受けていただくという方向にありますので、ＱＩを見て自由に患者さんが選ぶという

ことは、ないんだろうと思います。そこは患者さんのお立場で桜井委員がおっしゃられたとお

りだと思います。 

 逆に、そうであるからこそ、医療の質を改善するという取組を各病院がしっかり取り組んで、

例えば、地域にその病院しかなくて、患者さんがどうしてもそこの病院にしか行けないという

ような状況にあったとしても、その病院が、しっかりこういう活動に取り組んで質を向上させ

ていくということが重要なのかなと思います。 

 先ほど福井先生が、国のほうでは取組が不十分なところは引き上げていくというようなこと

が大事だとおっしゃっていました。我々ＪＣＨＯグループの中でも、人手もなくてなかなか取

組ができないようなところもありますので、そうした病院も取り組みができるようにするため

に、グループ内で本部が支援をするとか、全部の病院が何らかの取組ができるようにしていく

という方向でＪＣＨＯも取り組みたいと思っていますので、そういうことができるようなガイ

ドラインなどができると助かります。 
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 以上です。 

○楠岡委員長 ありがとうございます。 

 ほかにございますか。 

○永井委員 すみません、全日病の永井ですけれども、よろしいですか。 

 本当にまさに質指標の在り方というか、何のためにこういう質指標をきちんと測定するのか

というところの議論が、やっぱり一番大事なところで、そこのところがまだ不完全燃焼みたい

なところが少しまだあるんじゃないかなと思っています。 

 それで、一つには、例えばこの質指標を測定して定期的に提出するというのは、やはり中間

とりまとめのところではちょっと薄らいでいますけれども、組織全体の、組織の質に関するガ

バナンスというか、投資というか、そこのところが非常に大事であって、病院の質に関するガ

バナンスをきちんと展開していくというところを、ある程度質指標の中のメインのテーマに入

れて、例えば積極的にある程度質の低いところから高いところに上げるにしても、こういう状

況で、自分のところの病院はこの程度の段階だというところをちゃんと提示して、それを管理

者含めていろんな方々に提供して、やはりこういう状況だから、病院全体できちんとリーダー

シップを取ってもらって向上、改善していきましょうよというところの全体的な好循環の回る

未来のところのイメージができればいいと思いますし、そのイメージを何となく、この中間と

りまとめの中にも、少しかけらでもいいですから入っていくと非常にありがたいなという気は

しています。 

 以上です。 

○楠岡委員長 ありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。 

○福井委員 福井です。何回もすみません。 

 私は、永井先生がおっしゃったように、病院の中に質を扱う部署を設置するよう国が積極的

に何かの形で支援することも非常に重要ではないかと思います。片手間にしか扱えない病院が

大部分だと思います。それを医療安全管理と一体となってやっているところもあるし、別個に

やっているところもあるかも分かりませんが、少なくとも質について正面から扱う部署なり、

人をつけるということも考えてもらえると有難いです。 

 私自身、公表そのものには反対ではなくて、病院によって差があるということを国が知って、

それに対して何らかの政策を考えて施行してもらうということはすごく重要ですので、ＱＩな

どのデータの測定と公表は、病院向けだけではなく、国向けでもあり、やるべきだと思ってい
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ます。 

 すみません、以上です。 

○楠岡委員長 ありがとうございます。 

 ほかにございますか。 

○松原（為）委員 民医連の松原です。よろしいでしょうか。 

 いろいろお話を聞かせていただいて、本当にそのとおりだと思うところが大半なんですけれ

ども、公表に関してはいろんな側面がありまして、実際データが出てきたのを見て、今課題に

なっている、ガバナンスを発揮して、どう自院の質改善をしていくかといったときの、いわゆ

る論拠のある立ち位置というのが、今の自院の状況がやはり数値的にはっきりと分かるという、

比較に足るものだという、そういった圧力というのは物すごくやっぱり強いものがあります。

実際並べてみて、後ろのほうから３分の１ぐらいのところにあるということを事業所の管理者

が知った場合には、やはり真っ当な管理者であれば何らかのアクションを起こしてくるだろう

と。非常に高いところであれば、今のを継続するためのやっぱり努力をしてくるだろうといっ

たことで、比較に足るような、やっぱりデータが欲しいというのは、組織を動かしていくため

には重要だと思いますので、その面での公表、やり方はいろいろあると思います。アウトカム

なんかがリスクも評価をせずにまともに出てきますと、これもやっぱりそれを見ることすらで

きなくなるわけなんですけれども、単一のプロセス指標なんかに関しては、実際、この数値を

どうやって出しているんだろうという、そういった興味ですね。非常に高い指標値が出ている

場合には、どういった取組をしているかを知りたいと。だから、非常にやっぱりいい数値が出

ているところは、事業所名であるとか、実際の内容まで知ることができると、非常にやっぱり

役に立つと思いますので、ちょっとそういった視点での標準化と公表というのに進んでいくこ

とになると、我々としても非常に役立つかと思っています。 

 以上です。 

○楠岡委員長 ありがとうございます。 

 ほかに。 

 矢野先生、どうぞ。 

○矢野（諭）委員 公表においてなんですけれども、実際に手術件数とか死亡率とか、そうい

うのは患者さんも見てすぐ分かるものなんですけれども、実際、指標の選び方で患者さん側も

医療者側も、医師だけじゃなくてほかの職種もですが、こういうことを測っていくのか、こう

いうことが測られているのか、医療の質ってこういうものだなということも含めて、結果だけ
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じゃなくて、何が測られているかというのを公表するということは非常に大事で、全く患者さ

んからすれば、こういうことも医療の現場では求められているということがよく分かるので、

そこのところを、結果はもちろんなんですけれども、どういう指標を選んで、それから、特に

慢性期の場合、急性期とは全く違った視点が入ってきますので、そういうものも含めて医療者

はこういうことを今求められて、こういうことを測っているんだということを、この事業を通

して強調していくというのが大事だと思います。 

 それが結局、最終的には組織の中での質の改善にもなるし、公表という意味は、こういうこ

とを実際に求められて、こういう疾患に対してはこういうものを測らなきゃならない、それか

ら、慢性期の領域であればどういう視点でどういう指標が選ばれて、こういうことを目指して

いるのかということがよく分かるので、やっぱりとにかくＱＩの選び方といいますか、それは

非常に重要で、今回パイロットでは５指標ずつでしたけれども、もっとたくさんの指標をこち

らで、実際その中から自分の病院で測定可能なものを選んでモディファイするなり何なりとい

うところは当然あってもいいと思うんですけれども、そういう進め方のほうが現実的だし、参

加する病院ももっともっと増えていくんじゃないかと思います。 

 以上でございます。 

○楠岡委員長 ありがとうございます。 

 ほかに御意見ございますか。 

○永井委員 すみません。また全日病の永井ですけれども、よろしいですか。 

 今の矢野先生の意見にすごく賛成で、私も実は昨日、全日病で質向上委員会があって、慢性

指標の在り方というのを少し議論したんですけれども、やっぱり急性期と全然考え方が違うし、

施設の目的によっても全然違いますし、そういう意味で、今回は３疾患という形のパイロット

ですけれども、ぜひ今後、慢性期の医療に関する質指標の在り方、もしくはその解釈の仕方と

いうのは、ぜひ進めていかれたらよろしいんじゃないかなと思います。 

 以上です。 

○楠岡委員長 ありがとうございます。 

 国立病院機構もセーフティーネット系の医療をやっておりますので、そういう長期入院の患

者さんを対象にした指標というのもつくっています。急性期の医療に関しましては、いろんな

疾患に関するガイドライン等があるので、プロセス評価とかアウトカム評価も結果が早く出る

わけですから、やりやすいところはあるわけです。しかし、慢性期となりますと、今御指摘い

ただいたように、全く違う視点でプロセスとしても長期のケアとかも含めた形でのプロセスを
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考えないといけませんし、アウトカムというのも、何をアウトカムに取ったらいいのかという

のがなかなか難しいところがあります。そうしますと、回復期の指標、あるいは慢性期の指標

というようなものを改めて考える必要があろうかと思いますので、その点は、また今後の課題

として検討していくものだと思っておりますので、いろいろ御示唆をお願いしたいと思います。 

 ほかにございますか。よろしいでしょうか。 

 そうしましたら、まず最初に御指摘いただいたタイトル等に関しましては、一度事務局のほ

うで考えさせていただく。それから、公表に関しましては、今非常にたくさん御指摘いただい

たわけでありますけれども、どちらかというと、このとりまとめを踏まえた次のステップで検

討すべき事柄というようなことの御指摘だったと思いますので、その点に関しましては、とり

まとめには入れず、別途今日の御議論を少しまとめて、次回以降の課題ということで整理させ

ていただいたらどうかというふうに思っております。それから、病院のガバナンスとの関係に

関しましては、これは確かにこれまでの協議の中でも非常に重要な点で、そこを病院のトップ

に理解していただかないと質の測定すら進まないという状況になるということもありましたの

で、追加を事務局のほうで検討いただくようにしたいと思います。 

 今のような微修正の上でということになりますけれども、いただいた御意見に関しては整理

して来年度以降につなげるということで、一応修正は委員長、委員長代理にお任せいただいて、

取りあえずこの形での中間とりまとめは御了解いただくということでよろしゅうございますで

しょうか。 

○永井委員 結構です。 

○楠岡委員長 よろしいでしょうか。 

 そうしましたら、特段御反対という方もいらっしゃらないようですので、この形で取りまと

めさせていただいて、微修正に関しましては、事務局と委員長、委員長代理のほうで検討させ

ていただきたいと思います。もちろん最終案に関しましては、また委員の方々にフィードバッ

クさせていただきたいというふうに思っております。 

 それでは、次の議題３に移らせていただきたいと思います。2020年度事業報告でありますけ

れども、事務局から御説明をお願いいたします。 

○事務局 これまでも部会の検討状況につきまして、都度御報告申し上げているところでござ

いますが、年度末の委員会ということもございますので、今年度の部会の活動を総括して御報

告申し上げます。 

 まず、ＱＩ活用支援部会についてでございます。 
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 これまでの検討状況は御覧のとおりでございます。部会としての会議のほかに、研修教材の

作成作業ですとかプレ研修という活動に取り組んでまいりました。 

 成果物ないしは実績を幾つか御紹介いたします。今御覧いただいておりますのは、質改善活

動を実践できる人材のコンピテンシーを取りまとめたものでございます。これらのコンピテン

シーを習得できるように、研修の教材でありますコンテンツや研修カリキュラムを作成してい

るところでございます。 

 作成いたしましたコンテンツの一つが、このｅ－ラーニングの動画教材でございます。医療

の質指標や指標を活用した改善活動について、基礎的な内容を動画教材にしたものでございま

す。厚生労働省からの御挨拶と、下に並んでおります４種類の動画を用意してございます。パ

イロット協力病院の改善チームの皆様は、キックオフセミナー受講前にこれらの動画を御視聴

いただくことになってございます。 

 こちらは集合研修のプログラムでございます。集合研修は、半日掛ける２日間のプログラム

としております。議題１で御説明申し上げましたように、各テーマごとにこの内容の研修を御

受講いただくことを予定してございます。また、細かくお示ししておりませんが、研修に用い

るワークシートですとか、研修効果を確認するためのアンケート調査票なども既に作成してい

るところでございます。 

 続きまして、こちらは、もう一つの部会でございますＱＩ標準化部会の検討状況でございま

す。 

 主にパイロットで使用する指標の選定作業に取り組んでまいりました。また、現場の方々が

指標を計測するための計測手順書を取りまとめました。さらには、前回の協議会で御議論いた

だいたガイドにつきましても議論を開始したところでございます。 

 こちらは、協力団体で運用されている指標の情報を御提供いただいて、検索、表示を可能と

するサイトでございます。現在、各団体から最新版の指標定義や前年度の実績値のデータを御

提供いただいたところでございます。御協力感謝申し上げます。現在、情報の更新作業の準備

を進めているところでございます。 

 こちらは、今回パイロットに適用する指標の一覧になります。既存の指標の中から改善の余

地が大きい指標、実施率が低位なプロセス指標などの観点から、各テーマ５つの指標を選定し

たところでございます。パイロット協力病院は、これらの指標を定期的に計測して改善活動に

取り組んでいただくことを想定してございます。 

 こちらはパイロット適用指標を計測するための計測手順書のイメージになります。手順その
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ものは、パイロット適用指標の参照元の各団体の手順をそのまま準拠しておりますが、それら

を統一した書式に整えた資料になります。 

 さて、事業全体を俯瞰いたしまして、現在の進捗状況を御報告申し上げます。 

 左側にａからｅまで見出しが並んでおりますが、このうちのａからｄまでの４項目が事業実

施要綱に定められている事項でございます。一番下のｅは、任意で追加した事項でございます。

これらの各項目について、具体的な検討事項に落とし込み、それらに対する進捗状況を右から

２列目にお示ししているところでございます。 

 保留と赤字で表示されている項目が２か所ございます。まず一番上の検討事項１番でござい

ますが、こちらは手引や事例集の作成でございます。こちらにつきましては、パイロットを通

じて開発、あるいは検証していこうというもともとの計画でございましたので、新型コロナ感

染症の影響によりやや遅れておりましたが、議題１でお示しのとおり、来年度対応を順次進め

てまいります。 

 また、下から２つ目の９番ですが、管理者層を対象としたセミナーについても保留という評

価にしてございます。管理者層の意識、関心を高めることが重要であるということにつきまし

ては、協議会でも度々御指摘いただいているところでございます。個別的には、パイロットの

開始に当たって管理者向けのアンケートを行うなど対処しているところでございますが、管理

者層向けセミナーに関しましては、来年度改めて対応を図ってまいります。 

 一方、既に対応済みとしたものが３番、コンピテンシーの設定でございます。先ほどのスラ

イドでお示しいたしましたとおり、21個のコンピテンシーを設定したところでございますので、

対応済みといたしました。 

 そのほかの項目につきましては、それぞれ対応中の状況と捉えているところでございます。 

 今年度は、コロナ禍の中ではございましたけれども、委員の皆様の御指導の下、着実に事業

を進捗できたのではないかと自己評価しているところでございます。 

 事業進捗の御報告、以上でございます。 

○楠岡委員長 ありがとうございました。 

 2020年度の事業報告ということで、既に協議会でいろいろ御議論いただいたような内容、そ

れから実際に実施した内容を取りまとめた形のものですので、もし何か不明の点等ございまし

たら御指摘いただきたいと思いますが、何かございますでしょうか。 

 部会長からコメントをいただきたいと思いますので、まず尾藤先生、お願いいたします。 

○尾藤部会長 活用支援部会の尾藤です。 
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 今、事務局から説明がございましたように、我々活用支援部会におきましては、来年度早々

に、このたびコンソーシアムの皆様方から立候補いただきました、それぞれのテーマについて、

大体８施設程度、８チーム程度の皆様から御参加をいただいております。この８掛ける３の

チームの皆様に対してパイロットを開始すべく、もう研修会に関しましてはワークショップ中

心の研修会のスタンバイが整っておりますので、４月、５月、６月にワークショップを開いて、

そして９か月から12か月のコホートを追跡して、そして支援をしていくと、そういう立てつけ

になっております。 

 その中で、やはりパイロットだけ成功しても、そこで閉じてしまうので、拡張性があるとい

うことがすごく大事だと思っています。その拡張性という意味は、一つはテーマがどんどん、

どんどん、先ほど矢野委員からもありましたように、より医療安全だとか慢性期だとか、そう

いうテーマが拡張していくこと、さらには、たくさんの人たち、例えば糖尿病でしたら、８施

設あったのが、今度20施設になって60施設になるみたいな、その中で参加していただいた方々

がお互いにいろいろ情報交換をして、「ＰＤＣＡ、こうやったらうまく回るよ」だとか、こう

いうところがうちは問題なんだみたいなことがコミュニケーションを取りながら、みんなで改

善できるというような仕組みづくりというものを来年度はうまくつくっていきたいと思ってお

りますし、そのための、先ほど保留中であった改善事例だとかマニュアル、あるいは、その他、

何かしら情報共有のプラットフォームというものを開発していくということが、来年度、我々

のミッションかなと考えております。 

 以上です。 

○楠岡委員長 ありがとうございました。 

 それでは、標準化部会、的場先生、お願いいたします。 

○的場部会長 標準化部会におきましては、来年度におきましては、まずこのガイドの作成と

いうことで、これまで２回議論をしてまいりましたけれども、標準化部会としましては、これ

まで指標の選定というような活動をしていた中で新たに出てきたガイドということがございま

したので、まず委員の中で、このガイドのイメージというものを固めるところから議論を開始

したところでございます。２回議論いたしまして、それぞれの思っているイメージや意見につ

いて意見交換をしたところです。来年度上半期に関しましては、この議論をさらに深めていき

まして、協議会にも随時報告をさせていただきたいというふうに考えているところでございま

す。 

 下半期に関しましては、先ほどの尾藤先生のお話もありましたが、パイロットの今後という
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ところの検証と併せまして、また標準化部会での議論をすべき内容が出てまいりましたら、指

標をまた次のテーマに従って選定するですとか、１年間進んでいる３つのテーマに関しての指

標に関する様々なフィードバックをいただいたことについて、どのように考えるのか、議論を

整理するというような活動を進めてまいりたいと考えています。 

 以上でございます。 

○楠岡委員長 ありがとうございました。 

 ただいまの部会の報告も含めまして、事業報告に関しまして何か追加の御質問はございます

でしょうか。 

 よろしゅうございますか。 

○永井委員 永井ですけれども、よろしいですか。 

 尾藤先生、参加病院間のネットワークみたいなものはきちんと構築されて、ユーザー間みた

いな形で絶えず情報の共有、交換等々はおやりになるんですよね。 

○尾藤部会長 はい、そのつもりです。少なくとも半年に一遍はフォーラムのような形で、オ

ンラインフォーラム、オンライン集合会というようなことを想定しておりますし、さらに要望

があった場合には、より小刻みに何かしらの情報共有、あるいは連絡会というものができれば

と考えております。 

○楠岡委員長 よろしいですか、永井先生。 

 ほかに御質問ございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、この事業報告は御承認いただいたということで、続いて、議題４のその他のほう

に進みたいと思います。２件ございますが、併せて事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、その他の御報告に移りたいと思います。 

 まず、その他の１件目でございます。この運営委員会の規程の一部変更について御報告申し

上げます。 

 先般、当評価機構の理事会が開催されまして、運営委員会規程が一部変更されまして、４月

１日に施行する予定となってございます。変更内容は、理事職務権限の改定に伴う部分となっ

ておりまして、特に第４項、第５項で、部会の運営に関しまして、部会員の委嘱は理事長が行

う。その他の各部会の運営については理事、これは執行理事のことですけれども、理事が定め

るというように、理事の職務権限をこのように定めたことに対応する修正でございます。 

 また、第２項、第３項につきましては、実態に合わせて文言を修正したものでございます。 

 このように、特に何か新しい変更があるというよりも、実態に合わせた修正というのが大き
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な趣旨でございます。 

 規程の変更については以上でございます。 

 次に、第２回医療の質向上のためのコンソーシアムの開催報告を申し上げます。 

 日時、テーマ、プログラム等は御覧のとおりでございます。形式はオンライン開催で、336

名の方に御参加いただきました。 

 なお、開催に当たりましては、楠岡委員長をはじめ、第２部での指定発言に御対応いただき

ました福井委員、また事業背景の御説明という形で厚生労働省の谷村様など、関係の皆様に多

大な御支援をいただきました。改めてこの場をお借りして御礼申し上げます。 

 さて、御参加いただきました336名の内訳は御覧のとおりでございます。約８割、275名が病

院所属の方で、病院数で申し上げますと203病院に御参加をいただきました。また、今回のコ

ンソーシアムは、パイロットの説明会を兼ねて実施するという位置づけでございましたので、

協力病院につきましても20病院に御参加いただいたという状況でございます。 

 また、コンソーシアム終了後にアンケートを実施してございます。目的、質問項目は御覧の

とおりでございますが、参加者の約７割、243名の方に御回答いただきました。 

 アンケート結果を御説明申し上げます。上半分のグラフが主に満足度についてのグラフ、下

半分が印象に残った講演についての結果でございます。 

 まず満足度につきましては、第１部、第２部とも「満足」というブルーの部分、「まあまあ

満足」というオレンジ色の部分が合わせて90％以上となってございます。また、質疑応答の時

間についてはどうですかという質問ではあったのですけれども、それに関しては85％が「満足」

及び「まあまあ満足」ということでございまして、おおむね好評であったと捉えているところ

でございます。 

 第２部の印象に残った講演ということで、４つの講演の複数回答の結果が下半分でございま

す。上から２つ目の講演が少し少ないように見えますけれども、こちらは英語の講演になって

おりまして、同時通訳の声が小さくて聞き取りづらいという御指摘を複数いただいているとこ

ろでございます。したがいまして、どちらかというと運営上の問題で少なくなってしまった可

能性を考えておりまして、今回の反省点の一つでございます。そのほかはおおむね好評だった

と考えてございます。 

 次に、主な意見・要望でございます。 

 有用であった、参考になったという御意見を多数いただいたところでございますが、その中

でも、ここでお示ししましたとおりに、当院のＱＩ整備に際して大変役に立ったですとか、日
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常的な業務において、あるいは参加している委員会からのアプローチなどの形で、視聴者それ

ぞれが関与しているであろう業務に照らして有用であったという御意見を頂戴できたことが、

私ども事務局としては大変よかったと感じているところでございます。 

 一方、自院の問題意識という形で、例えばＱＩを扱う人材の確保、分母分子の標準化、病院

全体としての理解が必要である、などの問題意識も指摘されたところでございました。 

 下半分の質問で、今後取り上げてほしいテーマにつきましては、御覧のように内容としては

多岐にわたる要望があったのですけれども、総じて具体的な活用事例を聞きたいという御要望

が多く見られました。 

 これらの御意見を参考に、次年度の企画に生かしてまいりたいと思います。 

 なお、当日の模様を録画した動画の公開を開始したところでございます。当事業のオフィ

シャルサイトから、どなたでも御覧いただけますので、御案内申し上げます。 

 説明は以上でございます。 

○楠岡委員長 ありがとうございました。 

 １点は運営委員会の規則の一部変更、それから２点目は第２回のＱＩコンソーシアムの報告

でございます。何か御質問等ございますでしょうか。 

 どうぞ、福井委員。 

○福井委員 運営委員会規程の一部変更のスライドの文章を読んで気がついた点です。新しい

ところの２番目の「ＱＩ活用支援部会は、医療の質向上のための」となっていますが、その前

に「医療の質指標を踏まえた」という言葉が入るのがいいのではないかと思います。 

 次に、その下の３「ＱＩ標準化部会は、医療の質指標等の標準化、医療の質指標等の評価・

分析」となっていますけれども、これは「医療の質指標等の」というのが重複していて、２つ

目の「医療の質指標等の」は要らないんじゃないでしょうか。つまり、「医療の質指標等の標

準化、評価・分析支援等を企画」と簡潔にできるんではないかと思いました。 

 以上です。 

○事務局 御指摘ありがとうございます。精査の上、しかるべく適切に対応したいと思います。

どうもありがとうございます。 

○楠岡委員長 ほかにございますでしょうか。 

 よろしゅうございますか。 

 そうしましたら、以上で本日用意しました議題は終了でございますが、全体を通じてという

か、先ほどのとりまとめのところでいろいろ御意見をいただいたわけでありますけれども、そ
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れを踏まえて何かお気づきの点等ございましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

 厚生労働省から何か追加はございますでしょうか。 

○厚生労働省医政局渡邊総務課長補佐 特にございません。ありがとうございます。 

○楠岡委員長 よろしいですか。 

 では、特にないようですので、これで本日の協議会を終了させていただきたいと思います。 

 今年度１年間、委員の皆様方には大変お世話になりました。また、コロナのためにしばしば

いろいろな変更が生じ、それに関しましてもいろいろ御意見いただき、御支援いただいたこと

に関しまして感謝申し上げます。 

 まだコロナのほうは先行きが見えず、リバウンドっぽいところもありますし、昨日厚生労働

省のほうから各都道府県に対して、今回のピーク時の２倍の病床を確保しろという通知が出て

おりますので、またまたこの活動に影響が出てくるのではないかということを危惧していると

ころでございます。そういう意味では、来年度も非常に厳しい状況かと存じますけれども、引

き続き御支援をいただきまして、この事業を進めていただきたいと思います。どうもありがと

うございました。 

 以上で協議会を終了させていただきます。 

 

以上 

 

 


